
第 2 回「暴力の根絶」プロジェクト 会議資料 

 

平成 25 年 4 月 22 日（月）18:00～20:30 

講道館新館 2 階 教室 

 

 頁 

1. 第三者委員会報告書 1 

2. 暴力根絶に向けて（案） 16 

3. 「暴力の根絶」へ向けた取り組みのお願い 19 

4. 保健体育ジャーナル抜粋 20 

5. 下野新聞（栃木県柔道暴力根絶宣言記事） 22 

































暴力根絶に向けて(案) 

 

２０１３年４月 

全日本柔道連盟暴力根絶プロジェクト 

 

柔道女子ナショナルチーム内の暴力事件の調査のため、第三者委員会が組織され、

答申が出された。暴力は、どんな言葉を費やして正当性を主張しても、到底許される

ものではない。そこで、第三者委員会答申に基づく暴力の根絶のため、全日本柔道

連盟（以下「全柔連」と言う。）は暴力根絶プロジェクトを発足させた。 

 

はじめに（論理の進め方） 

先ず、柔道人としてどうあるべきか提言し、その上で何が暴力なのか、暴力を起こし

た場合処分をどうするかに言及し、しかる後に具体的な実行案を提示する。 

 

Ⅰ 柔道及び柔道人のあるべき姿 

 

全柔連「倫理に関する基本方針」の通り、すべての柔道人は、嘉納治五郎師範

の説かれる崇高な倫理観を行動規範にする必要がある。暴力行為は、社会通念

上も柔道においても、固く禁止されなければならないし、暴力をもって即効的な競

技力向上を図っても、被指導者の真の成長は実現するものではない。 

柔道は人間教育を旨としており、試合や練習時に留まらず、日常生活において 

も柔道の精神を守り、礼儀を守ることこそが、柔道の本質と言える。その意味で、

全ての柔道人は、柔道の原点に帰り、人間教育を主体とした柔道を行い、暴力

の温床となる誤った勝利至上主義は厳に慎まなければならないのである。 

 

Ⅱ 暴力の定義など 

 

１．暴力（体罰を含む。）の定義 

  １） 身体的制裁（なぐる、ける、突き飛ばす等） 

  ２） 非身体的制裁（言葉や態度による人格の否定、脅迫、威圧など） 

  ３） ハラスメント（いじめ、嫌がらせ、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント） 

  ４） その他社会通念上暴力と認められるもの 

 

２．暴力の対象者 

  １） 指導者が被指導者に対して行うもの 



  ２） 被指導者同士（先輩と後輩や仲間通し）で行われるもの 

  ３） 被指導者が指導者に対して行うもの 

 

３．暴力のメカニズム 

  １） 柔道競技力の即効的な向上を狙うもの 

  ２） 力関係の差があるもの 

  ３） 秩序維持 

  ４） 言葉で指導できない指導者の未熟さ 

  ５） 勝利至上主義による競技力向上への焦り 

 

４．暴力の行使場所 

  １） 試合場 

  ２） 練習場 

  ３） 練習以外の場所 

  ４） 社会 

 

Ⅲ 暴力がおきた場合の処分 

 

1. 全柔連所管内事案に関しては、全柔連倫理規程及び競技者規程に基づき処分

を行う。 

２． 必要に応じて関連規程を改訂することも視野に入れる。 

３． 表面に顕れない暴力を根絶するためには、告発を容易にする必要があり、関連

規程の整備が待たれる。 

４． 全柔連所管外事案に関しては、当該柔道連盟（協会）に全柔連規程と同様の対

応を促す。 

 

Ⅳ 暴力根絶対策の実行 

 

人間の意識を変えるのは非常に困難である。しかし、意識が変わらなければ暴力の 

根絶はできない。そのため、以下プロセスで意識改革を断行する。 

 

１．ロードマップの作成 

暴力根絶のためには実行が肝心である。しかし、総花的対応では実行が覚束な

い。むしろ、スピード感を持って一歩一歩確実に進めて行くことが、目的到達の早

道になると思料する。そこで実現するべき事項のロードマップを作成し、確実な実

現を目指す。 



 

２．第一弾として以下を実行する。 

  柔道関係各位より全面的協力の取り付け 

 

３．第二弾として以下を実行する。 

  １） 暴力根絶の宣言文作成 

  ２） 種々大会監督会議における暴力根絶訴えかけ 

  ３） 種々大会挨拶における暴力根絶の訴えかけ 

  ４） 暴力根絶に向けたシンポジウムの効果的実行 

 

４．第三弾として以下を実行する。 

  １） 引き続き大会における暴力根絶訴えかけ 

  ２） 暴力根絶を訴えかけるポスター作成及び配布 

  ３） 全柔連ホームページ上で暴力根絶キャンペーン 

  ４） 暴力根絶スローガンの募集 

 

５．第四弾として以下を実行する。 

  １） 引き続き大会における暴力根絶訴えかけ 

  ２） 暴力根絶プロジェクト会議を月一回開催し、各団体代表より暴力根絶状況の

報告を受け、対策を協議する。 

 

６．暴力根絶プロジェクトは、暴力根絶状況をモニターし、その状況に応じて、対策を

協議する。 

 

以 上 



「暴力の根絶」へ向けた取り組みのお願い

2013/4/22

№ 日付 時間 大会名 会議名 会場 役員
プロジェクト
メンバー

1 5月4日 17:00 全国少年柔道大会 監督会議 講道館教室 上村会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ

2 6月21日 17:00 全日本学生優勝大会 監督会議 講道館教室 佐藤副会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ

3 7月21日 15:30 金鷲旗 監督会議 マリンメッセ福岡 藤田副会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ

4 8月2日 17:30 全国教員大会 監督会議 講道館教室 上村会長 宇野副ﾘｰﾀﾞｰ

5 8月6日 14:30 インターハイ 男子監督会議 福岡県 藤田副会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ

6 8月8日 17:00 インターハイ 女子監督会議 福岡県 藤田副会長 宇野副ﾘｰﾀﾞｰ

7 8月18日 10:50 全国中学校大会 監督会議 三重県 上村会長 宇野副ﾘｰﾀﾞｰ

8 9月17日 9:05 マルちゃん杯全日本少年大会 監督会議 東京武道館 上村会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ

9 10月4日 17:00 国体 監督会議 東京ガーデンパレス 上村会長 山下ﾘｰﾀﾞｰ
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特集：体罰を考える
　体育・スポーツと暴力
　　—体育指導者は暴力「問題」とどう向き合うべきか—

スポーツは暴力を抑制することに
よって社会から認められた

私たちが今日，慣れ親しみ，かつ教育内容として
体育の主要部分を占めるほど社会的価値が認められ
た「スポーツ」は，かつて（近代以前までは）暴力
に満ちた運動遊び，あるいは人を傷つけるための軍
事的技能を背景とした，きわめて「野蛮な」運動で
あった。この「野蛮な」運動を非暴力化した文化が，
「今日の」スポーツである。
したがって，スポーツの社会的受容の正当性は，
その非暴力的性格への「信頼」にこそある。少なく
とも今日の社会は，暴力のない（暴力を根絶した）
社会の一つのモデルとして，スポーツを承認・受容
し，これを経験することによって暴力のない社会を
再生産しようとしてきた。この「再生産」を担うの
が教育としてのスポーツであり，それが体育であっ
たはずであった。しかし，この近代以降におけるス
ポーツの発展とともに育まれてきたはずのスポーツ
や体育に対する社会的信頼や期待は，今日，見事に
裏切られようとしている。それは，なぜなのか。今
日の体育やスポーツに，いったい何が起きているの

であろうか。

人間は，暴力を振るう存在である

人間社会の理想は，暴力を根絶することにある。
それが社会の発展とともにより強く「理想」として
語られ，現実の暴力に対して「絶対に」あってはな
らないこととして向き合わざるをえないのは，もは
やグローバルなレベルで，見知らぬ者同士が自由に
遭遇する移動可能な社会を実現させなければ，今日
の社会がますます成立しづらいからである。それが
あくまで「理想」や「倫理」のレベルで強調される
のは，逆にこれまでの人間の歴史のなかで「暴力」
が根絶されたためしがないからとも言えよう。「暴
力根絶」を語ることはたやすいが，その完全な実現
は理想が高くなれば，現実はそれからよりいっそう
遠くなるというジレンマ状態に陥る。なぜなら，人
間は暴力を振るう存在だからである。
したがって，人間社会は「暴力根絶」を理想とし
ながらも，その現実的対応としていかに暴力を「飼
い慣らす」のか，その感情的興奮の存在を一方で認
めつつ，他方でどのようにこれを抑制し，コントロ
ールするのかという緊張のバランスを工夫するよう

筑波大学体育系教授　菊　幸一
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になった。その重要なモデルの一つとなったのが，
スポーツなのである。社会の側からみれば，スポー
ツは人間の暴力「性」発揮のどこまでが許容される
のかを確認し，それが逆に非暴力性をどのように育
む可能性につながるのかを試す，リトマス試験紙の
ような役割を果たす重要な存在なのである。
では，なぜこのような文化的性格をもつスポーツ
が，特に運動部活動や体育という教育的営みのなか
で，その目的に反する「暴力」を「体罰」という名
のもとに許容する今日的「問題」を発生させてしま
うのだろうか。そこには，桜宮高校のバスケットボ
ール部顧問や女子柔道代表監督の某氏といった，あ
る特定個人の性格的問題に帰することができない，
暴力発生の「構造的な」問題のとらえ方が必要にな
ってくる。すなわち，体育やスポーツの指導に携わ
る誰しもが，今日，その指導のなかで暴力性を発揮
せざるをえない環境や条件の下に置かれているとい
う「自覚」が必要になってきているのだ。

教育＝指導は，暴力を発揮させやすい
という指導者の「自覚」の重要性

教育的営みに「罰」は必要だとする言説は，常識
化している。しかし，これが「体」罰につながって
いくことは比較的容易である。むしろ，教育的「営
み」＝「罰」として全面的にこれが正当化された時
代には，その権限を有する指導者が，言うことを聞
かない被指導者に対して行う，暴力的な「暴言」や
「体罰」を伴う威圧（脅し）を教育そのものだとす
る風潮もあった。我が国が戦後民主主義社会を標榜
するようになってからも，なおこのような教育的体
質が残存したのは，高度経済成長社会における競争
主義的利益（メリットクラシー）とそれに連動する
学歴主義の追求を目的として，どのような手段を使
ってでも学業成績を上げることが許容されたからに
ほかならない。そして，その背景には，学歴をもた
ない親たちの，ことさら強い学歴信仰があったこと
は否めない。
これとほぼ同じ構造が，体育やスポーツの教育現
場，特にプレイ要素として競争の楽しさや面白さを
自由に追求する体裁をとる，運動部活動の指導現場
には生じやすい。なぜなら，競争は明確な結果を求
めるなかで行われる活動だから，その結果に対する
メリットクラシー（学校にとってのメディアバリュ
ーや生徒にとっての進学保障，あるいは指導者の社
会的名声など）が外部から与えられやすく，運動部

活動本来の目的が手段化され，体育「界」やスポー
ツ「界」では，それが半ば黙示的に常識化されてき
たからである。また，その意味では暴言や暴力が教
育的な「罰」として正当化されやすいばかりでなく，
その指導的威圧の「過剰」性が「過剰」な愛着を生
み出す（その逆もある）結果，弱い立場の被指導者
としての生徒が，むしろ愛着とともに暴力を受容す
るという共

きょう
軛
やく
関係を成立させてしまうことになる。

このことは，指導者による暴力「問題」より，むし
ろ根が深いと言わざるをえない。なぜなら，翻って
そのことが社会の暴力の再生産に，無意識のうちに
手を貸してしまう可能性につながるからである。

スポーツの楽しさの原点と言葉の大切さ
　—「指導」の楽しさの原点への回帰—

成熟した社会は，暴力をますますタブー視し，そ
れに対する嫌悪感を高める。一方，これに対して体
育界やスポーツ界は，そのような社会変化と断絶し
た関係のなかにいれば「界」内部にのみ通用する行
為（暴力行為）に鈍感になってしまう可能性のある
ことを大いに「自覚する」必要がある。このズレを
解消するためには，指導者が常に外部との人的交流
を絶やさず，知的コミュニケーションに開かれた教
養を「意識的に」身に付けていかなければならない。
また，そのような仕組みづくりも重要だ。
そして何よりも大切なことは，生徒がスポーツを
文化的に享受する楽しさとスポーツ指導の楽しさと
が，本来一致するところに「指導」の意義があると
いう，言わば指導の「原点」への回帰である。スポ
ーツの楽しさが競争に求められるのは，未知なる結
果を求める人間の挑戦欲求とその過程にこそ，ある。
結果が未確定だからこそ，これを確定しようとする
努力が生まれるのであり，その逆ではない。そして，
その出発点は生徒が「今ある力」を肯定し，丁寧な，
わかりやすい指導者からの「言葉」によって動機づ
けられ励まされたり，説明されたりして，自発的に
冷静な目で自らの能力を向上させていくところにあ
る。少なくとも，「否定」や「威圧」からは今日の，
そしてこれから望まれる社会の一員は生まれない。
そこからは，どのような言い訳をしようと，社会か
ら支持される，いかなる「指導」も生まれようがな
いのである。

参考文献
・菊幸一（2001）「体育と暴力」杉本厚夫編 ，『体育教育

を学ぶ人のために』世界思想社，pp.104-122.
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「暴力根絶宣言」を採択　全国に先駆け、県柔道
連盟
(4月20日 朝刊)

写真をクリックすると拡大

　県柔道連盟は今月開いた総会で、全日本柔道連盟（全柔
連）に先立ち「暴力根絶宣言」を採択した。全日本女子
チームの暴力問題を受け、あらゆる暴力行為の排除や柔道
人としての品格向上を誓う独自の内容。吉田忠征県連盟会
長は「地に落ちた柔道のイメージを回復させるためにも、
まず地方から暴力根絶の声を上げたい」と話している。

　宣言は三箇条で(1)地位、権威、立場を利用したあらゆ
る暴力の根絶(2)問題解決の手段としての暴言、無視など
の根絶(3)品格ある柔道人としての振る舞い－について明
記。14日に宇都宮市内で開かれた総会で、出席した関係
者約１３０人の全会一致で採択された。

　全柔連はこの問題で、外部有識者を交えた「暴力の根絶
プロジェクト」（責任者・山下泰裕全柔連理事）を立ち上
げ、15日に初会合を開いてガイドラインの内容や暴力根
絶宣言文の検討に着手した。同様の宣言については、日本
オリンピック委員会（ＪＯＣ）も日本体育協会などと連携
する形で４月中の採択を目指している。
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